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 放課後等デイサービスガイドライン（素案） 

 

１ 総則 

（１） ガイドラインの趣旨 

放課後等デイサービスは平成２４年４月に児童福祉法に位置づけられた新た

なサービスであり、その提供が開始されてから間もないこともあって、利用す

る子どもや保護者のニーズは様々で、行われている支援の内容は多種多様であ

り、提供されるサービスの質の観点からも大きな開きがある状況にある。この

ような状況を踏まえて、平成２６年７月にとりまとめられた報告書「今後の障

害児支援の在り方について」において、「支援の一定の質を担保するための全国

共通の枠組みが必要であるため、障害児への支援の基本的事項や職員の専門性

の確保等を定めたガイドラインの策定が必要」、「特に、平成２４年度に創設し

た放課後等デイサービスについては、早期のガイドラインの策定が望まれる」

との提言がなされたところである。 

現在の放課後等デイサービスの提供形態の多様性に鑑みれば、「放課後等デイ

サービスはこうあるべき」ということについて、特定の枠にはめるような形で

具体性をもって示すことは技術的にも困難であり、サービスの多様性自体は否

定されるべきものではない。しかしながら、提供されるサービスの形態は多様

であっても、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るというサービスの

根幹は共通しているはずであり、したがって、放課後等デイサービスを提供す

る事業所が、そのサービスの質の向上のために留意しなければいけない基本的

事項もまた共通するはずである。 

本ガイドラインは、以上のような考えに基づき、放課後等デイサービス事業

を実施するに当たって必要となる基本的事項を示すものであるが、ここに記載

されている内容を機械的に実行していけば質の高いサービス提供が確保される

というような、手取り足取りの事業マニュアルではない。各事業所は、本ガイ

ドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて

不断に創意工夫を図り、その提供するサービスの質の向上に努めなければなら

ない。 

資料１ 
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本ガイドラインは、放課後等デイサービス事業所における自己評価の際に活

用されることを想定しており、各事業所は自己評価の結果を踏まえて、事業運

営の改善を図るとともに、結果についても利用者や保護者等に向けて公表する

よう努めなければならない。 

また、上述のとおり、放課後等デイサービスは、その提供が開始されてから

間もないサービスであり、行われている支援の内容は多種多様であり、現在に

おいても日々新たな支援形態が生み出されているものと想像される。このよう

な状況に鑑みれば、本ガイドラインが多くの専門家、関係団体等の協力を得て

策定されたものであるにしても、その内容については不断の見直しによる改善

が図られるべきものである。各事業所が本ガイドラインを活用して自己評価を

実施するに際して、本ガイドライン自体の問題点に気づくことが想定されると

ころであり、今後、そうした気づき等を丁寧に拾いあげて本ガイドラインを更

新していくことが求められる。各事業所の不断の努力によるサービスの質の向

上とあいまって、本ガイドラインの内容もまた向上させていかなければならな

いものである。 

 

（２） 放課後等デイサービスの基本的役割 

放課後等デイサービスは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条 

の２第４項の規定に基づき、学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障

害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社

会との交流の促進その他の便宜を供与するものとされている。 

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学

校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通して、個々の子どもの状況に

応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を

図るものである。また、保護者が子どもを育てることを社会的に支援するもの

であり、この支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復する

ことも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものである。 

 放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包

容（インクルージョン）を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ち

をできるだけ保障する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス事

業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を専
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門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも

踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切な

事業運営を行うことが求められる。さらに、一般的な子育て支援を利用してい

る障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に実施する等、地域

の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されている。 

 

（３） 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動 

① 基本的姿勢 

放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい小学校や特別支援学校

から高等学校等にかけての子どもであるため、その時期の子どもの発達過程や

特性を理解した上で、一人ひとりの状況に応じた放課後等デイサービス計画（＝

個別支援計画）に沿って発達支援を行う。放課後等デイサービスは、授業の終

了後等の支援を図るものであることから、学校で作成される個別の教育支援計

画等と放課後等デイサービス計画を連動させることが求められる。 

放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程や特性を理解している者によ

る発達支援を通して、子どもが他者との信頼関係の形成を経験できることが必

要であり、この経験を起点として、友達とともに過ごすことの心地よさや楽し

さを味わうことで、人と関わることへの関心が育ち、コミュニケーションをと

ることの楽しさを感じることができるように支援する。また、友達と関わるこ

とにより、葛藤を調整する力や、折り合いをつける力が育つことを期待して支

援する。 

基本活動には、子どもの自己選択や自己決定を促し、それを支援するプロセ

スを組み込むことが求められる。また、日常的な子どもとの関わりを通して、

保護者が子どもの発達に関して気兼ねなく相談できる場になるよう努める。 

 

② 基本活動 

①の基本的姿勢を踏まえた上で、下記の基本活動を複数組み合わせて支援を

行うことが求められる。 

ア 自立支援と日常生活の充実のための指導・訓練 

  子どもの発達に応じて必要となる基本的生活習慣や自立生活を支援するた

めの訓練を行う。訓練に際しては、子どもが意欲的にプログラムに関われる
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ように遊びを通して行い、成功体験の積み増しにより、自己肯定感を育める

ようにする。将来の自立や地域生活を見据えた訓練等を行う場合には、子ど

もが通う学校で行われている教育活動をふまえ、方針や役割分担等を共有で

きるように学校との連携を図りながら支援を行う。 

 

イ 創作活動 

  創作活動では、のびのびと自由な表現をさせ、表現する喜びを体験できる

ようにする。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興

味を持てるようにし、豊かな感性を培う。 

 

ウ 地域交流の機会の提供 

  障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわな

いように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域住

民との連携、ボランティアの活用等により、積極的に地域との交流を図って

いく。 

 

エ 余暇の提供 

  自由な時間の中で、本人がやりたい活動を自己選択して取り組む経験を積

んでいくために、多彩な活動プログラムを用意し、ゆったりとした雰囲気の

中で行えるように工夫する。 
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２ 設置者・管理者向けガイドライン 

 

 設置者・管理者は、放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し、事業を

円滑に進める役割、児童発達支援管理責任者及び従業者（本ガイドラインにお

いて、従業者とは、原則として児童発達支援管理責任者以外の直接支援を行う

従業者のことを指す）の意識形成や効率的な配置を行う役割並びに学校や地域

の関係機関・団体との連携を図る役割が求められる。 

 設置者・管理者は、その事業所が提供する放課後等デイサービスの質の評価

を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入等を通じて、常にその改

善を図らなければならない。 

 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

①環境・体制整備 

ア 適正な規模の利用定員 

○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確

保されるよう、子どもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、適正な

利用定員を定めることが必要である。 

イ 適正な職員配置 

○  放課後等デイサービス事業所においては、指導員又は保育士、児童発達支援

管理責任者、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）の配置が必須であり、

重症心身障害児に対して放課後等デイサービスを行う場合は、指導員又は保

育士に替えて、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担

当職員の配置を行い、看護等の体制を整える必要がある。 

○ 常時見守りが必要な子どもへの支援等のために、必要に応じて指導員又は

保育士を人員配置基準を上回って配置することも考慮する必要がある。 

○ 児童発達支援管理責任者が個々の子どもについて作成する放課後等デイサ

ービス計画に基づき、適切な知識と技術をもって指導、訓練等が行われるよ

う、支援の単位ごとに、従業者を統括する指導的役割の職員が配置されてい

る必要があり、この職員には児童指導員等の資格を保有する者を充てるなど、

支援の質の確保の視点から、適正な職員配置に留意する必要がある。 
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ウ 適切な設備等の整備 

○ 放課後等デイサービス事業所は、放課後等デイサービスを提供するための

設備及び備品を適切に備えた場所である必要がある。様々な障害のある子ど

もが安全に安心して過ごすことができるようバリアフリー化や情報伝達への

配慮等、個々の子どもの態様に応じた工夫が必要である。 

○ 指導訓練室については、放課後等デイサービスについては床面積の基準は

定められていないが、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合

においては子ども一人当たり２．４７㎡の床面積が求められていることを踏

まえ、適切なスペースを確保することが望ましい。 

○ 子どもが生活するスペースについては、指導訓練室のほか、おやつや学校

休業日の昼食の摂取できるスペース、静かな遊びのできるスペース、雨天等

に遊びができるスペース、子どもが体調の悪い時等に休息できる静養スペー

ス、年齢に応じて更衣のできるスペースを確保することが必要である。 

  室内のレイアウトや装飾にも心を配り子どもが心地よく過ごせるように工

夫することが望ましい。 

○ 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、学校と連携して校庭・

体育館等を利用したり、近隣の児童遊園・公園等を有効に活用することが望

ましい。 

○ 備品については、遊具のほか、障害特性及び発達状況に応じた支援ツール

を備えることも考慮していくことが必要である。 

 

②ＰＤＣＡサイクルによる適切な事業所の管理 

  設置者・管理者は、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）で

構成されるいわゆるＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に事業

運営を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び従業者の管理及び

事業の実施状況の把握その他の管理を行わなければならない。 

 

ア 事業運営の理念・方針の設定・見直しと職員への徹底 

○  放課後等デイサービス事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児童

発達支援管理責任者及び従業者に運営規程を遵守させかなければならない。

運営規程には以下の重要事項は必ず定めておく必要がある。 
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 【運営規程の重要事項】 

  ・事業の目的及び運営の方針 

  ・従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ・営業日及び営業時間 

  ・利用定員 

  ・放課後等デイサービスの内容並びに保護者から受領する費用の種類及び

その額 

  ・通常の事業の実施地域 

  ・サービスの利用に当たっての留意事項 

  ・緊急時等における対応方法 

  ・非常災害対策 

  ・虐待の防止のための措置に関する事項 

  ・その他運営に関する重要事項 

○ 事業所の目的及び運営方針は、本ガイドラインの総則に記載されている放

課後等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢や、地域での子どもや保護者

の置かれた状況、放課後等デイサービス事業が公費により運営される事業で

あること等を踏まえ、適切に設定する。 

○ 事業所の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達支援管

理責任者及び従業者も積極的に関与できるように配慮する。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の採用に当たっては、事業所の目的及

び運営方針を始めとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、様々な

機会を通じて繰り返しその徹底を図る。 

 

イ 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援

管理責任者及び従業者も参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で

事業所としての業務改善の目標設定とその振り返りを行うことが望ましい。

年間の振り返りに当たっては、本ガイドラインに基づく自己評価を実施し、

その結果を事業運営に反映させ、自己評価結果については事業所の会報やホ

ームページ等で公表するよう努めるものとする。 

○ 可能な場合には、第三者による外部評価を導入して、事業運営の一層の改
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善を図る。 

 

ウ 風通しの良い組織作り 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現状の適切

な認識・把握と、事業所内での意思の疎通・情報共有が重要である。 

○ サービス提供の日々の記録については、児童発達支援管理責任者が掌握す

る以外に、従業者同士での情報共有を図ることも支援の質の向上のために有

用である。職場での何でも言える雰囲気作りや職員同士のコミュニケーショ

ンの活性化も設置者・管理者の役割である。  

○ 放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更の結果について、

児童発達支援管理責任者から報告を受ける等、児童発達支援管理責任者や従

業者の業務の管理及び必要な指揮命令を行う。 

○ 支援内容の共有や職員同士のコミュニケーションの活性化が事業所内虐待

の防止や保護者による虐待の早期発見に繋がるものであることも認識してお

くとともに、設置者・管理者も、適切な支援が提供されているか掌握してお

く必要がある。 

 

エ 子ども及び保護者の意向等の把握 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上で、支援を利用する子ども及

び保護者の意向や満足度を把握することが必要であり、例えばアンケート調

査を実施して、意向等を把握することが考えられる。 

○ 子ども及び保護者の意向等を踏まえて行うこととした業務改善への取り組

みについては子ども及び保護者に周知することが望ましい。 

 

オ 支援の継続性 

○ 放課後等デイサービスは、子どもや保護者への支援の継続性の観点から継

続的・安定的に運営することが望ましい。やむを得ず事業を廃止し又は休止

しようとする時は、一月前までに都道府県知事等に届け出なければならない。

この場合、子どもや保護者に丁寧に説明するとともに、他の放課後等デイサ

ービス事業所等を紹介する等、子どもや保護者への影響が最小限に抑えられ

るように対応することが必要でがある。  
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③従業者等の知識・技術の向上 

ア 従業者等の知識・技術の向上意欲の喚起 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイ

サービスの提供内容の向上に直結するものであり、児童発達支援管理責任者

及び従業者の知識・技術の向上への取組みは、設置者・管理者の重要な管理

業務の一つである。 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上では、放課後等デイサービスが

期待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別ごとの特性、関連

する制度の仕組み、関係機関の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関

する条約の内容等を理解することが重要であり、児童発達支援管理責任者及

び従業者に対してこうした知識の習得に向けた意欲を喚起する必要がある。 

○ 障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な

技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、子ど

もの育つ家庭での生活を支えるといった視点から重要であり、児童発達支援

管理責任者及び従業者に対してこうした技術の習得に向けた意欲を喚起する

必要がある。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の知識・技術の習得を促す手法として、

知識・技術の習得に関する具体的な計画を立てさせること等も考えられる。 

 

イ 研修受講機会等の提供 

○  設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者の資質向上を図るた

め、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

  具体的には自治体や障害児等関係団体が実施する研修等への児童発達支援

管理責任者及び従業者の参加、事業所における勉強会の開催、事業所に講師

を招いての研修会の実施、児童発達支援管理責任者及び従業者を他の事業所

等に派遣しての研修、事業所内における児童発達支援管理責任者及び従業者

の自己研鑽のための図書の整備等が考えられる。 

○ 児童発達支援管理責任者は、従業者に対する技術指導及び助言を行うこと

も業務となっており、設置者・管理者は、事業所内における研修の企画等に

当たっては、児童発達支援管理責任者と共同して対応していくことが望まれ
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る。 

 

④ 関係機関や保護者との連携 

ア 相談支援事業者との連携  

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員

が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組み合

わせ等について検討し、作成するものである。 

  放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支

援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、

当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成す

るものである。両計画が連動して機能することによって、子どもに対する支

援がより良いものとなっていくものであり、設置者・管理者はこの連動性の

重要性を認識しておく必要がある。 

○  障害児相談支援事業所の相談支援専門員が開催するサービス担当者会議の

招集に対し、設置者・管理者は従業者あるいは児童発達支援管理責任者のう

ち、当該子どもの状況に精通した最もふさわしい者を参画させなければなら

ない。 

○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置付けられた福祉サー

ビス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地か

らの意見を述べるものである。 

  サービス担当者会議に参画する担当者は、障害児支援利用計画案に位置づ

けられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとと

もに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に隔離されない

ための配慮など、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが重要で

ある。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等

デイサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等の情報

を積極的に述べることが重要である。 

  設置者・管理者は担当者をサービス担当者会議に参画させるに当たっては、

このような役割を明確に認識しておく必要がある。 

 

イ 学校との連携 
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○ 子どもの生活、発達支援の連続性を確保するために、学校との連携を積極

的に図る必要がある。 

○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等、学校との間で

情報を共有しておく必要がある。 

○ 送迎を行う場合には、子どもの安全確保に留意することは当然であるが、

特に学校の授業終了後の迎えに当たっては、他の事業所の車両の発着も想定

されることから、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。 

  このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について学校と事前に調整し

ておくことが必要である。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に

学校と調整し、児童発達支援管理責任者や送迎を担当する従業者に対し徹底

しておく必要がある。 

○  学校との間で支援内容の整合性や相互理解を深めるため、 

 ① 学校に置かれている外部との関係機関との調整の役割を担っている特別

支援教育コーディネーター等から個別の教育支援計画等についての情報提

供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービ

ス計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供する 

  ② 学校の行事や授業参観へ児童発達支援管理責任者と分担して積極的に参

加する 

 などの対応をとることが望ましい。 

 

ウ 医療機関や専門機関との連携 

○  子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療

機関をあらかじめ定めておく必要がある。 

○ 医療的なケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等との

連携体制を整えておく必要がある。 

○ 障害特性の理解や、障害特性に応じた活動や支援方法に関すること、支援

困難事例等については、児童発達支援センターや発達障害者支援センター等

の専門機関から研修や助言を受けること等により連携を図りながら適切な支

援を行っていく必要がある。 

○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児
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童虐待対応窓口や保健所等の関係機関と連携して対応を図る必要がある。 

 

エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携 

○ 子どもの発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所

や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等と連携し、情報の共有と相

互理解に努めることが重要である。 

 

オ 他の放課後等デイサービス事業所との連携 

○ 複数の放課後等デイサービス事業所を併せて利用する子どもについて、支

援内容の整合性や相互理解を深めるため、保護者の了解を得た上で、相互の

放課後等デイサービス計画の情報共有を図るなどの連携が重要である。 

 

カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 

○ 放課後児童クラブがその対応に苦心している子どもについて、放課後等デ

イサービスとの併行利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図る等、放

課後児童クラブと連携を図りながら子どもと放課後児童支援員等に対して適

切な支援を行っていくことが重要である。 

○ 障害のある子どもができるだけ地域や障害のない子どもから切り離されな

いよう、地域の放課後児童クラブや児童館との交流や障害のない子どもとの

活動を企画することが望ましい。 

○ 日頃から地域の行事や活動に参加できる環境を作るため、自治会の会合に

参加することや、地域のボランティア組織と連絡を密にする等の対応をとる

ことが望ましい。 

 

キ 協議会等への参加 

○ アからカまにで記載した関係機関との連携を円滑なものとするため、（地域

自立支援）協議会子ども部会等へ積極的に参加する等により、関係機関との

関係性を構築しておく必要がある。 

○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が

設置する要保護児童対策地域協議会等へ参加する。 
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ク 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡により確実

に確認することが必要である。 

  このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について保護者と事前に調整

しておくことが必要である。 

○ 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題に

ついて共通理解を持つことが重要である。 

   このため、設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者が行う保

護者への連絡や支援について、随時報告を受けることや記録の確認等により、

把握・管理するよう努める必要がある。 

 

（２）子どもと保護者等に対する説明責任等 

 設置者・管理者は、子ども及び保護者が放課後等デイサービスを適切かつ円

滑に利用できるよう、説明責任を果たすとともに必要な支援を行う責務がある。 

 

① 運営規程の周知 

○ 運営規程については事業所内の見やすい場所に掲示する等によりその周知

を図る。 

 

② 子どもと保護者に対する、支援利用申請時・利用開始時の説明 

○  子ども及び保護者には、利用申込時、利用開始時において、運営規程や支援

の内容を理解しやすいように説明し、特に、利用者負担について丁寧に説明

を行う必要があるため、児童発達支援管理責任者にも徹底しておく。 

 

③ 保護者に対する相談支援等 

○ 保護者や家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言と支援を行

うことも必要である。 

  例えば、保護者との定期的な面談や訪問相談、子どもの障害について保護

者の受容が不十分な場合は、カウンセリング等を児童発達支援管理責任者や

従業者に実施させることが望ましい。 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者に対して、保護者
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との定期的な面談や保護者に対する相談支援について、その適切な実施を促

すとともに、随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理する

必要がある。 

 

④ 苦情解決対応 

○ 放課後等デイサービスに対する子どもや保護者からの苦情については、迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口や苦情受付担当

者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、解決に向けた手順の整理等、迅速

かつ適切に解決が図られるしくみを構築することが求められる。 

○ 苦情受付窓口については、子どもや保護者に周知するとともに、第三者委

員を設置している場合には、その存在についても、子どもや保護者に周知す

る。 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する。 

 

⑤ 適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情

報を子どもや保護者に対して発信することが必要である。 

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害特性に応じて、設備・備品への配慮の他、子

どもや保護者との意思の疎通、情報伝達への配慮が必要である。 

 

⑥ 地域に開かれた事業運営 

○ 地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子どもとしての温かい見守

り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、事業所はホームペー

ジやニュースレター等を通じて活動の情報を積極的に発信することや、事業

所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図ることが必要

である。 

○ 実習生やボランティアの受け入れは、事業所及び実習生やボランティア双

方にとって有益であり、積極的に対応することが望ましい。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 
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○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに協力医療

機関や主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

  緊急時における対応方法について、「緊急時対応マニュアル」策定と児童発

達支援管理責任者及び従業者への周知が必要である。 

 

② 非常災害・防犯対策 

○ 設置者・管理者は、非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関

係機関への通報及び連絡体制を明確にするとともに、それらを定期的に児童

発達支援管理責任者及び従業者や保護者に周知しなければならない。 

○ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

○ 障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等

デイサービス計画に災害時の対応について記載させることも考慮する。 

 特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害

発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておくことが重要であり、児童

発達支援管理責任者及び従業者に徹底する。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定

や、地域の関係機関や団体等と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの

安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組みが必要である。 

 

③ 虐待防止の取り組み 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者による子どもに対

する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置等、必要な体制の整備が求

められる。 

  虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委

員会を組織的に機能させるために、苦情解決の第三者委員などの外部委員を

入れてチェック機能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任者等、虐待

防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーとして配置し、研修や虐

待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止への取り組みを進める。 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者に対する虐待防止
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啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治体が実施する研修を受講させ

るほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講する等により、「児童虐

待防止等に関する法律」（以後、児童虐待防止法）及び「障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以後、障害者虐待防止法）に

ついて理解する必要がある。 

  各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合に

は、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

○ 従業者等から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合（相談を受け

て虐待と認識した場合を含む。）は、障害者虐待防法第 16条に規定されてい

る通報義務に基づき、支給決定をした市町村の窓口に通報する。この時に、

市町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束

させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市町村に通報した上

で行政と連携して対応を進める必要がある。 

○ 保護者による虐待については、保護者に対する相談支援やカウンセリング 

により未然防止に努めることが重要であることを認識する。 

○ 児童発達支援管理者及び従業者は保護者による虐待を発見しやすい立場に

あることを認識し、子どもの状態や家族の態度などの観察や情報の収集によ

り、虐待の早期発見に努めさせるとともに、保護者による虐待を発見した場

合は市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通

告するよう徹底する必要がある。虐待等により福祉的介入が必要とされるケ

ースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用

しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関

と連携して対応を図っていくことが求められる。 

 

④ 身体拘束の禁止 

○ 従業者等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分

の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、

緊急やむを得ない場合を除き禁止されている。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件とな

るが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が
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想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかにつ

いて組織的に決定する必要がある。児童発達支援管理責任者に対しては、放

課後等デイサービス計画に身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時

間等について記載させるとともに、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、

了解を得させることが必要である。 

 

⑤ 衛生・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、手洗いやうがいの励行、おやつや学校休

業日における昼食の提供に係る設備の衛生管理を徹底することが必要である。 

○ 子どもの来所時の健康チェックなど、健康管理に必要となる器械器具の管

理を適正に行うことが必要である。 

○ 感染症又は食中毒の対応や排泄物又は嘔吐物に関する処理方法について、

対応マニュアルを策定しておくことが必要である。 

 

⑥ 安全確保 

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環

境の安全性について毎日点検し必要な補修等を行い、危険を排除するよう必

要な措置を講じておく。 

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例や事故につながりそうな事例につい

て、児童発達支援管理責任者及び従業者間で共有するため、いわゆる「ヒヤ

リハット事例集」を作成することが望ましい。 

 

⑦ 秘密保持等 

○  設置者は、管理者及び従業者等または、管理者及び従業者等であった者が、

その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓約書の提出や雇用契約

に明記する等、必要な措置を講じなければならない。 

○ 関係機関等に子ども又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじ

め文書により保護者等の同意を得させておかなければならない。 

○ 管理者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た

秘密を漏らしてはならない。 
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３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン 

                               

児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用する子どもとその

保護者のニーズを適切に把握し、放課後等デイサービス計画を作成し、すべて

の従業者が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように

調整する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う

役割がある。 

  

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

①放課後等デイサービス計画に基づくＰＤＣＡサイクル等による適切な支援の

提供 

ア 子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント 

○ 子どもの障害特性を踏まえた発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの

興味関心事となっていること等について確認する。また、子どもの養育環境、

これまで受けてきた支援、現在関わっている機関に関すること、地域とのつ

ながり、利用にあたっての希望、将来展望等について必要な情報をとり、子

どもと保護者の課題を客観的に分析する。 

○ 保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではないの

で、子どものニーズを明確化していくことがまず求められる。また、発達段

階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握し

対応していく必要がある。 

 

イ 放課後等デイサービス計画の作成 

○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所

でアセスメントした情報を課題整理表等を用いて整理した上で、放課後等デ

イサービス計画を作成する。 

○ 放課後等デイサービス計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総

合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児

童発達支援の具体的内容、留意事項を含める。 

○ 将来に対する見通しを持った上で、子どもの発達段階と障害特性をしっか

りと把握し、それらに応じた関わり方を考えていく。 
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○ 支援手法については、個別活動と集団活動をその子どもに応じて適宜組み

合わせる。 

○ 平日、休日、長期休暇は、支援提供時間が異なることからも、目標設定や 

  プログラムの組み合わせ方に工夫しなければならない。 

○ 計画の作成に際しては、従業者から放課後等デイサービス計画の原案につ

いて意見を聞くなど、担当の従業者を積極的に関与させることが望ましい。 

 

ウ タイムテーブル、活動プログラムの立案 

○ 放課後等デイサービス事業所における時間をどのようにして過ごすかにつ

いて、一人ひとりの放課後等デイサービス計画を考慮し、一日のタイムテー

ブルを作成する。タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常

生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促され

ることが期待される。ただし、提供される活動プログラムが固定化すること

は、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの有効的な組

み合わせについて、創意工夫が求められる。 

○ 児童発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で児童

発達支援の時間が阻害されることのないようタイムテーブルを設定しなけれ

ばならない。 

○ 集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、 

  活動プログラムを作成する必要がある。活動プログラムの立案は、従業者も

交えながらチームで検討していく。子どもの年齢や発達課題が異なることも

多いことから、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グループを分けること

も考慮する必要がある。 

○ 活動プログラムの内容は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後

等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢等を十分に踏まえたものでなけれ

ばならない。 

○ 放課後等デイサービス計画に基づき、子どもたちの障害特性、発達段階、 

  生活状況や課題に応じた活動プログラム内容を組み立てる。 

 

エ 日々の適切な支援の提供 

○ 本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービスの基本的役
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割、基本姿勢等について理解するとともに、従業者にその理解を徹底し、日々

の支援を適切に提供する。 

○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確

保されるよう、子どもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、利用定

員の規模や、室内のレイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて設置者・

管理者とも相談し、改善を図る。また、着替えや排泄の介助等については、

同性介護を基本とする等、配慮することが求められる。 

○ 支援開始前には従業者間で必ず打ち合わせを実施し、その日行われる支援

の内容や役割分担について把握する。 

○ 従業者が、タイムテーブルに沿って、それぞれの子どもたちの障害特性、

発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行えるように注意

する。 

○ 従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションがとれるよう

努める。 

○ 支援終了後の打ち合わせを実施し、従業者にその日の支援の振り返りをさ

せ、子どもや家族との関わりで気づいた点や、気になった点について従業者

間で共有させる。 

○ 従業者にその日行った支援に関して正しく記録をとることを徹底させる。

従業者が行っている支援が目標や計画に沿って行われているか、記録に基づ

いて検証し、その改善につなげていく。 

 

オ 放課後等デイサービス計画の実施状況把握（モニタリング） 

○ 放課後等デイサービス計画は、概ね６ヶ月に１回以上モニタリングをする 

  ことになっているが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合にはモ

ニタリングを行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援

の効果測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していない

かを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、放課後等デ

イサービス計画の見直しの必要性を判断する。 

     

カ モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の変更 

○ モニタリングにより、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性が判断
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された場合は、放課後等デイサービス計画の積極的な見直しを行う。その際、

支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか､別の課題

が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容を評価し、今後も支援

内容を維持するのか､ 変更するのかを判断していく。放課後等デイサービス

の必要性が低くなった場合は、終結を検討する。なお、支援内容の変更や終

結時には、設置者・管理者へ報告する。 

○ 終結に当たっては、放課後等デイサービスの支援内容などについて、関係

機関に引き継ぐことが必要である。終結に当たってのモニタリングは、障害

児相談支援事業所や学校、家族等とともに行っていくことが望ましい。 

     

キ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 

○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解し

て職務に従事する。 

○ 児童発達支援管理責任者は、ＰＤＣＡサイクルによる事業所全体の業務改

善の取組みに積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目

標設定とその振り返り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や

利用者の意向の把握等について協力･貢献することが求められる。 

 

② 従業者及び自らの知識･技術の向上 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期

待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別ごとの特性、関連す

る制度の仕組み、関係機関の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関す

る条約等を理解することが重要である。 

○ 障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な

技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、子ど

もの育つ家庭での生活を支えるといった視点から重要である。 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、児童発達支援管理責任者は、

放課後等デイサービスが従業者に対して、児童発達支援の提供に係わる技術

的な指導や助言を日々行うとともに、設置者・管理者と共同して、従業者に

対して知識・技術の習得意欲を喚起し、事業所内における研修の企画等を行

うことが望まれる。 
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○ 児童発達支援管理責任者は、自らも知識・技術の習得に努め、自治体等の

研修を積極的に受講するよう努めるものとする。 

 

③ 関係機関や保護者との連携 

ア 障害児相談支援事業者との連携 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員

が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組み合

わせ等について検討し、作成するものである。 

  放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支

援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、

当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成す

るものである。両計画が連動して機能することによって、子どもに対する支

援がより良いものとなっていくものであり、この連動性の重要性を認識して

おく必要がある。 

○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置づけられた福祉サー

ビス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地か

らの意見を述べるものである。 

  サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に

位置づけられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認す

るとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に隔離さ

れないための配慮など、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが

重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放

課後等デイサービスの提供状況を踏まえて課題への達成度や気付きの点等の

情報を積極的に述べることが重要である。 

     

イ 学校との連携 

○ 学校との間で支援内容の整合性や相互理解を深めるため、 

① 学校に置かれている外部との関係機関との調整の役割を担っている特別

支援教育コーディネーター等から、個別の教育支援計画等についての情報提

供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス

計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供する 
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② 学校の行事や授業参観へ設置者・管理者と分担して積極的に参加する 

などの対応をとることが望ましい。 

○ 子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校

で配慮されていること（姿勢保持の椅子などの器具、身体介助方法、声かけ

の方法、パニック時の対応等）について必要な情報を得て、従業者に対して

も理解の徹底を図る。 

○ 学校関係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援

事業者とともに学校との連絡会議を開催するなど、何らかの方法で連携する

機会を設けることが必要である。 

○ 学校の年間計画や行事予定、子どもの下校時刻等の情報を従業者と共有し

ておく必要がある。 

○ 子どもを送迎する場合は、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎車に載せ

るのかといった送迎リストやルールを作成する等、学校側に送り出しの協力

をしてもらう必要があり、送迎時には、身分証明書等を学校側の担当者に見

せる等、学校側の確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくよう従業

者に徹底させる。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に

把握しておく。 

○ 学校で行った医療的ケアの情報や、学校で気になることがあった場合の情 

  報を、連絡ノート等を通して、確実に学校から情報を引き継げるよう学校側

と調整する。同様に、事業所で気になることがあった場合の情報も、学校に

適切に引き継ぐようにしなければならない。 

 

ウ 医療機関や専門機関との連携 

○ 障害特性の理解や、障害特性に応じた活動や支援方法に関すること、支援 

困難事例等については、児童発達支援センターや発達障害者支援センター等

の専門機関から研修や助言を受ける等により、連携を図りながら適切な支援

を行っていく必要がある。 

○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児

童虐待対応窓口や保健所等の関係機関と連携して対応を図る必要がある。 

 



24 

 

エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携  

○ 子どもの発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所、幼  

稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、保育所等や児童発達

支援事業等で行われていた支援内容を把握し、従業者に理解させる。 

 

オ 他の放課後等デイサービス事業所との連携 

○ 他の放課後等デイサービス事業所を併せて利用している子どもの場合は、

支援の整合性を図るため、当該他の事業所との間で、放課後等デイサービス

計画の内容について情報を共有し、従業者への周知を図る。 

     

カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 

○ 地域の放課後児童クラブと連携し、併行利用している子どもがいる場合  

は、情報の共有と相互理解を深めるとともに、放課後児童クラブで行われて

いる支援内容を把握し、従業者への周知を図る。 

○ 放課後児童クラブがその対応に苦心している子どもについて、放課後等デ

イサービスとの併行利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図るなど、

放課後児童クラブと連携を図りながら子どもと放課後児童支援員等に対して

適切な支援を行っていくことが重要である。  

○ 地域に子どもたちの理解者を増やすためにも、日頃から子ども達が地域の

行事に参加したり、日常的に地域住民と同じ経験を共有する機会を積極的に

作るようにする。 

 

キ 協議会等への参加 

○ アからカまでに記載した関係機関との連携を円滑なものとするため、（地域

自立支援）協議会子ども部会等へ積極的に参加する等により、関係機関との

関係性を構築しておく必要がある。 

○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が

設置する要保護児童対策地域協議会等へ参加する。 

 

ク 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確



25 

 

実に確認することが必要である。 

○ 日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題に

ついて共通理解を持つように努め、家庭で取り組んでもらいたい課題があれ

ば、その都度家族と話し合うことが必要である。また、必要に応じて、家庭

内での養育などについてペアレント・トレーニング等活用しながら、子ども

の育ちを支える力をつけられるよう支援したり、環境整備などを行ったりす

ることが考えられる。 

 

（２）子どもと保護者等に対する説明責任等 

①子どもと保護者に対する運営規定や放課後等デイサービス計画の内容につい

ての丁寧な説明 

○ 申請時ないし利用開始時に、保護者に対して運営規程の説明を行う。特に、

支援の内容、人員体制（資格等）、利用者負担、苦情処理の手順、緊急時の連

絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説明する。 

○ 放課後等デイサービス計画の内容については、その作成時、変更時に子ど

もと保護者に対して丁寧に説明を行う。 

 

②保護者との定期的な面談、相談支援等 

○ 保護者や家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言と支援を行

うことが必要である。例えば、保護者との定期的な面談（最低限モニタリン

グ時に実施することが望ましい）や訪問相談、子どもの障害について保護者

の受容が不十分な場合は、カウンセリング等を実施することが望ましい。 

○ 保護者が自分だけで抱え込まないように、保護者の子どもとの関わり方に

ついての相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を

受け止め、専門的な助言を行う。   

○  家族支援は保護者に限った支援ではなく、きょうだいや祖父母などへの支

援も含まれる。特にきょうだいは、心的負担等から精神的な問題を抱える場

合も少なくないため、きょうだい向けのイベントを開催する等の対応を行う

ことが望ましい。 

 

③苦情解決対応 
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○ 放課後等デイサービス事業所においては、保護者等からの苦情について、

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じる必要がある。児童発達支援管理責任者は、苦情受付担

当者の役割が想定されるところであるが、子どもや保護者からの苦情受付に

当たっては、職員の目を気にせず苦情を受付できるよう、苦情受付箱を設置

するなど、苦情受付担当者として適切にその役割を果たすことが求められる。 

 

④適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制の情報

を子どもや保護者に対して発信することが必要である。 

○ 設備・備品への配慮のほか、視覚障害や聴覚障害等のある子どもや保護者

との意思疎通、情報伝達への配慮が必要である。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、病状の急変が生じた場合は、事業所で作成された「緊

急事対応マニュアル」に沿って、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。緊急時における対応方法について、児童発

達支援管理責任者は熟知しておくとともに従業者に周知徹底しておく必要が

ある。 

○ 特に常時、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、

生命に関わる事態への対応を熟知しておくとともに、従業者に周知徹底して

おく必要がある。 

 

② 非常災害・防犯対応 

○ 児童発達支援管理責任者は、災害時避難場所や避難経路について等、非常

災害に関する具体的計画について十分に熟知し、従業者の理解を徹底してお

く必要がある。 

○ 定期的な避難、救出その他必要な訓練では、従業者とともに訓練に当たり、

問題があれば改善を図る。 

○ 障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等
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デイサービス計画に災害時の対応について記載しておく。特に医療的ケアが

必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応につ

いて、綿密に意思疎通を図っておく。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定

や、地域の関係機関や団体等と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの

安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組みが必要である。 

 

③ 虐待防止の取り組み 

○ 児童発達支援管理責任者は、事業所の虐待防止マネージャーとして、研修

や虐待防止チェックリストの実施など、具体的な虐待防止への取り組みを進

めるとともに、自ら虐待防止研修を積極的に受講する等により、児童虐待防

止法、障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解しておく。 

○ 各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合に

は、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

○ 従業者等から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合（相談を受け

てそう認識した場合を含む）は、障害者虐待防止法第 16条に規定されている

通報義務に基づき、支給決定をした市町村の窓口に通報する。この時に、市

町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束さ

せてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市町村に通報した上で

行政と連携して対応を進める必要がある。 

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリングで未然防止に努

める必要がある。 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者は保護者による虐待を発見しやすい立

場にあることを認識し、子どもの状態や家族の態度などの観察や情報の収集

により、虐待の早期発見に努めるとともに、保護者による虐待を発見した場

合は福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する必要がある。虐待等に

より福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要

保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐

待対応窓口や保健所等の関係機関と連携して対応を図っていくことが求めら

れる。 
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④ 身体拘束 

○ 従業者等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分

の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、

緊急やむを得ない場合を除き禁止されている。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件とな

るが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が

想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかにつ

いて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が

必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について記載するとともに、子ど

もや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得ることが必要である。 

 

⑤ 衛生・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、従業者に対し常に清潔を心がけさせ、手

洗い、うがい、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要で

ある。 

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法に

ついて対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。また、従業

者にマニュアルの周知徹底することが必要である。 

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事や

おやつ提供する際に、除去食や制限食で対応できる体制を整える。 

 

⑥ 安全確保 

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境

の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除すること

が必要である。 

○ 児童発達支援管理責任者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな

事例の情報を収集し、ヒヤリハット事例集を作成し、従業者間で共有するこ

とが望ましい。 

 

⑦ 秘密保持等 
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○ 関係機関等に子ども又はその保護者等に関する情報を提供する際は、予め

文書により保護者等の同意を得ておかなければならない。 

○ 従業者に対しては、秘密保持等の指導的役割を果たすことが求められる。 

○ 児童発達支援管理責任者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がな

く業務上知り得た子どもやその家族の秘密を漏らしてはならない。 
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４ 従業者向けガイドライン 

 

  従業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応

じて、適切な技術を持って、指導、訓練を行う役割がある。本ガイドライン

において、従業者とは、原則として児童発達支援管理責任者以外の直接支援

を行う従業者のことを指す。 

 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

①放課後等デイサービス計画に基づくＰＤＣＡサイクル等による適切な支援の

提供 

ア 障害児支援利用計画及び放課後等デイサービス計画の理解 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員

が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組み合

わせ等について検討し、作成するものである。 

  放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支

援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、

当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成す

るものである。両計画が連動して機能することによって、子どもに対する支

援がより良いものとなっていくものであり、この連動性の重要性を認識して

おく必要がある。 

○ 従業者は、放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更に際し

ては積極的に関与するとともに、利用している子どもの障害児支援利用計画

と放課後等デイサービス計画の内容について熟知し、日々の支援を行う必要

がある。 

     

イ 従業者間での意思の疎通、支援内容の共有 

○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内

容や、役割分担について把握する。 

○ 他の従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケ―ションがとれる

よう努める。 

○ 支援終了後の打合せを実施し、その日の支援のふり返りを行い、子どもや
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家族との関わりで気付いた点や気になったことについて、従業者間で共有す

る。 

 

ウ 支援提供に際しての工夫 

○ 従業者は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービス

の基本的役割、基本姿勢等を十分に理解した上で支援を行う。 

○ 従業者は、子どもの発達と発達支援に関する専門的知識、技術及び判断を

持って、子どもの発達支援を行うとともに、家族に対して発達支援に関する

指導を行う。 

○ 従業者は、児童発達支援管理責任者が作成するタイムテーブルに沿って、

それぞれの子どもたちの障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配

慮しながら支援を行う。 

○ 従業者は、活動プログラムの作成に、積極的に関与する。 

○ 常時医療的ケアが必要な子どもに対して、常に体調への配慮を行う。特に

重度の障害がある子どもには、プログラムごとに休息を交えながら支援して

いくよう注意する。 

○ 設備・備品への配慮のほか、視覚障害や聴覚障害等のある子どもや保護者

との意思疎通、情報伝達への配慮が必要である。 

 

エ 支援提供記録 

○ 従業者は、その日行った支援の手順、内容、利用者の反応や気付きについ

て、記録をとらなければならない。支援提供記録を正しくとることを通して、

その日行った自らの言動や子どもの様子・反応をふりかえり、放課後等デイ

サービス計画に沿って支援が行われているか、放課後等デイサービス計画で

掲げた目標が達成されつつあるか等について支援提供を検証し、支援の改善

や自らのスキルアップにつなげていく。 

 

オ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 

○  事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解

して職務に従事する。 

○  従業者は、ＰＤＣＡサイクルによる事業所全体の業務改善の取組みに積極
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的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り

返り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把

握等について協力・貢献することが求められる。 

 

② 研修受講等による知識・技術の向上 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期

待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別ごとの特性、関連す

る制度の仕組み、関係機関の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関す

る条約等を理解することが重要である。 

○ 障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な

技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、子ど

もの育つ家庭での生活を支える視点から重要である。 

○ 従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に

直結するものであることを理解し、実務能力の強化のために、事業所内で開

催される研修等に積極的に受講することが求められる。 

○ 知識･技術の習得に関する具体的な計画を立てる等により、将来に対する見

通しを持ちながら研修等を受講していくよう心がける。 

 

③ 関係機関や保護者との連携 

ア 障害児相談支援事業者等との連携 

○  サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に

位置づけられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認す

るとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に隔離さ

れないための配慮など、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが

重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放

課後等デイサービスの提供状況を踏まえて課題への達成度や気付きの点等の

情報を積極的に述べることが重要である。 

 

イ 学校との連携 

○ 子どもの生活、発達支援の連続性を確保するために、学校との連携を積極

的に図る必要がある。 
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○ 学校で作成される個別の教育支援計画等の内容を把握しておくとともに、

学校から提供された各種の情報を理解し、本人の状態や支援の方法、留意点、

学校の行事予定等について把握しておく。 

○ 子どもの学校から事業所への送迎に際しては、送迎リストの内容や送迎時

の学校側とのルールを事前に把握し、送迎時には身分証明書を学校側の担当

者に見せる等確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくことを徹底す

る。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に

把握しておく。 

○ その日学校で行った医療的ケアの情報や、学校で気になることがあった場

合の情報について、連絡ノート等を通して、確実に学校から情報を引き継ぐ

ようにする。同様に、事業所で気になることがあった場合の情報も学校に適

切に引き継ぐようにしなければならない。 

 

ウ 保育所・児童発達支援事業所との連携 

○ 子どもの発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所等や 

  児童発達支援事業所等で行われていた支援内容について理解しておくことが

望ましい。 

 

エ 他の放課後等デイサービスとの連携 

○ 複数の放課後等デイサービス事業所を利用している子どもについては、他

の放課後等デイサービスで作成されている放課後等デイサービス計画の内容

を理解しておく。 

 

オ 放課後児童クラブとの連携 

○  地域の放課後児童クラブと連携し、併行利用している子どもがいる場合は、

放課後児童クラブにおける支援内容について理解しておく。 

 

カ 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確

実に確認することが必要である。 
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○ 日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題に

ついて共通理解を持つように努め、家庭で取り組んでもらいたい課題があれ

ば、その都度家族と話し合うことが必要である。また、必要に応じて、家庭

内での養育などについて、児童発達支援管理責任者の指導の下、ペアレント・

トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支

援したり、環境整備などを行ったりすることが考えられる。 

 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 

① 保護者との定期的な面談、相談支援等 

○ 児童発達支援管理責任者の指導の下、保護者や家族からの相談に適切に応

じると供に、必要な助言と支援を行うことが必要である。例えば、保護者と

の定期的な面談（最低限モニタリング時に実施することが望ましい）や訪問

相談、子どもの障害について保護者の受容が不十分な場合は、カウンセリン

グ等を実施することが望ましい。 

○ 保護者が自分だけで抱え込まないように、保護者の子どもとの関わり方に

ついての相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を

受け止め、専門的な助言を行う。   

 

② 苦情解決対応 

○  放課後等デイサービスに対する保護者等からの苦情については、苦情受け

付け窓口を事業所内に掲示するなど、苦情対応の手順や体制について、積極

的に子どもや保護者に周知するとともに、受け付けた苦情に対して、設置

者・管理者と児童発達支援管理責任者の指導の下、迅速な対応を行う必要が

ある。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成され

た「緊急事態への対応マニュアル」に沿って、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。緊急時における対応方法につ

いては理解し、予め設定された役割を実行できるように訓練しておく。 
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○ 特に常時、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、

生命に関わる事態への対応を理解し、実践できるようにしておく必要がある。 

 

② 非常災害・防犯対応 

○ 事業所に常備された非常災害に関する具体的計画を理解しておく。 

○ 非常時に子ども達を誘導できるよう、定期的に訓練をしておく。 

○ 障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等

デイサービス計画に災害時の対応について記載されている内容を理解してお

く。特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で

災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておく。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所が策定する防犯マニュアルの

内容を理解し、地域の関係機関や団体等と連携しての見守り活動、子ども自

身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取り組みに対して

児童発達支援管理責任者の指導の下、取り組む必要がある。 

 

③ 虐待防止の取り組み 

○ 事業所内で実施される虐待防止研修や自治体が実施する虐待防止研修等を

積極的に受講するなどにより、児童虐待防止法や障害者虐待防止法の趣旨と

通報制度等の理解をする。 

○ 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、障害者虐待防止法第１

６条に規定されている通報義務に基づき、支給決定をした市町村の窓口に通

報する。この時に、市町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認

を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず

市町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。 

○ 各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合に

は、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリングで未然防止に努

める必要がある。 

○ 従業者は保護者による虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、子ど

もの状態や家族の態度などの観察や情報の収集により、虐待の早期発見に努

めるとともに、保護者による虐待を発見した場合は福祉事務所又は児童相談
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所等へ速やかに通告する。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースに

ついては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しなが

ら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関と連携

して対応を図っていくことが求められる。 

 

④ 身体拘束の禁止 

○ 従業者等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分

の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、

緊急やむを得ない場合を除き禁止されている。 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件とな

るが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等につい

て慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が

想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかにつ

いて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が

必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について記載するとともに、子ど

もや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得ることが必要である。 

 

⑤ 衛生管理・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、常に清潔を心がけ、手洗い、うがい、手

指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。 

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法に

ついて対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。 

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事や

おやつ提供 する際に、除去食や制限食で対応する。 

 

⑥ 安全確保 

○ 日常の生活・遊びの中で起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外

の環境の安全性について、毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除

することが必要である。 

○ ヒヤリハット事例集作成に協力し、内容を理解し実施する。 
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⑦ 秘密保持等 

○ 従業者は、他人が容易に知り得ないような個人情報を簡単に知りうる立場

にあり、個人情報の適正な取扱いが強く求められる。 

○ 従業者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た

子どもやその保護者等の秘密を漏らしてはならない。 

 

 


